






ンスペクション)を実施すること。  

⑴ 評価項目  

別紙「自主検査チェックシート」を使用して実施すること。 

なお、定期清掃の自主検査を実施する場合は、定期清掃標準作業要領（１）及び

（２）の項目を自主検査チェックシートに追加(任意様式)して実施すること。 

また、企画提案事項のうち省力化による履行品質の向上、節減効果のための提案があ

る場合は、その項目を自主検査チェックシートに追加(任意様式)して実施すること。 

⑵ 自主検査の実施 

３か月ごと(3月、6月、9月、12月)に最低１回実施すること。 

また、前回の自主検査実施後に定期清掃を行っている場合は、定期清掃の自主検査

も併せて実施すること。 

⑶ 自主検査の結果と改善 

自主検査終了後、本業務の実施方法、実施内容及び実施結果に係る評価を行い､問題

点がある場合は問題点の原因分析、本業務のやり直し及び改善を行うこと。 

⑷ ⑴の別紙「自主検査チェックシート」及び⑶の結果及び改善に関する報告書(任意

様式)をまとめて、自主検査を実施した翌月10日までに委託者に報告すること。 

⑸ 報告内容から改善指示を受けた場合、改善を行い、改善結果について改めて、改善

指示を受けた日から20日以内に委託者に報告すること。 

10 提出書面 

 (1) 受託者は、次に掲げる書面を、指定する期日までに提出すること。 

 ア 労働社会保険諸法令遵守状況確認用書面 

 (ア) 業務従事者名簿及び業務従事者配置計画書 

 業務対象施設に日常的に従事（常駐）する労働者（以下「労働者」という。）の把  

握とともに、労働者の配置計画及び社会保険加入義務を確認するため、「業務従事 

者名簿」及び「業務従事者配置計画書」を、業務の履行開始日の前日までに提出す 

ること。また、労働者が変更となる場合には、その都度、業務従事者名簿を、変更 

後の労働者が従事する日の前日までに提出すること。 

 (イ) 業務従事者健康診断受診等状況報告書 

 労働者（上記アの「業務従事者名簿」により報告のあった労働者）の健康診断受診 

等状況を確認するため、「業務従事者健康診断受診等状況報告書」を、当該報告事項 

確定後から履行期間終了日までの間に提出すること。 

 なお、複数年契約のものにあっては、履行期間内において、１年毎に１回当該書類 

を提出すること。 

 (ウ) 業務従事者支給賃金状況報告書 

 労働者の支給賃金状況を確認するため、年１回、委託者が指定する期日までに、業 

務従事者支給賃金状況報告書を提出すること。 

 イ 業務費内訳書、業務従事者賃金支給計画書及び社会保険料事業主負担分調書 

    契約金額に対する積算根拠(積算内訳)として、契約締結後直ちに、業務費内訳書、業 

   務従事者賃金支給計画書及び社会保険事業主負担分調書を、別冊の記載要領に沿って 

   作成し提出すること。ただし、札幌市交通局委託業務契約に係る低入札価格調査制度及 

   び最低制限価格制度運用要領第７条に定める低入札価格調査において、当該書面を提 

   出している場合には、この限りでない。 

 



(２) 次のいずれかに該当する場合にあっては、受託者は、上記１の書面のほか、契約約款  

 第 17条第２項の規定に基づき、受託者が保管する雇用契約書、賃金台帳、出勤簿その 

 他の労務管理に係る書類を、委託者が指定する期日及び場所において、委託者が確認で 

 きる状態にすること。 

ア 低入札価格調査を実施して契約を締結したもの 

イ 上記 1の書面での確認において疑義が生じたもの 

11 「清掃業務日誌」「定期清掃実施報告書」等の提出及び委託者による確認について 

受託者は、日常清掃及び定期清掃で実施した作業状況を所定の「清掃業務日誌」「定期清

掃実施報告書」に記載し、業務実施駅にて駅職員の検印を受け、月３回（およそ 10日ごと）

に取りまとめ、取りまとめの最終日から５日以内に委託者へ提出すること。 

なお、提出された「清掃業務日誌」等を委託者が確認し、日常清掃及び定期清掃において

履行状況に不足又は不備が認められる場合には、その都度、委託者が指示する方法により清

掃作業を実施しなければならない。 

また、特別清掃作業が完了したときは、所定の「特別清掃作業実施報告書」を作成し、作

業実施駅にて駅職員の検印を受け、委託者へ提出すること。（履行状況に不足等が認められ

た場合は定期清掃と同様の扱いとする。） 

12 「業務完了届」の提出及び業務完了検査の実施について 

  受託者は、暦月ごとの業務完了に伴い、速やかに「業務完了届」を委託者へ提出すること。 

  なお、業務完了検査において、本仕様書による履行品質が確保されていないと委託者が判

断した場合、受託者は本仕様書に適した履行が認められるまで、再度、清掃作業を実施しな

ければならない。 

  また、受託者は委託者から求められたときは、当該業務完了検査に立ち会うものとする。 

13 費用負担について 

  本業務で使用する洗剤、機械類等は全て受託者の負担とする。 

ただし、ゴミ袋、トイレットペーパー、ハンドソープ、便座クリーナーは委託者が支給す 

 る。 

なお、本業務の履行に際して使用する電気、水道は委託者の負担とするが、不用な使用は

控えること。 

14 業務委託代金の支払について 

月額払いとする。 

15 特殊清掃業務に係る対応について 

受託者は、業務対象駅で発生した人身事故等に伴う特殊清掃業務を、その都度、別途契約

により請負うものとする。 

特殊清掃業務は予測不可能な緊急事態における清掃作業であり、状況に応じて委託者が

作業内容を指示する。特殊清掃業務において受託者が負担した費用については、業務完了

後、速やかに委託者に報告し、併せて所定の「特殊清掃完了報告書」を提出すること。 

なお、特殊清掃業務は別途契約であるものの、人身事故等発生時など緊急対応が求められ

る作業であることを認識し、人員配置、清掃用具の準備等、適宜、委託者の指示に従い迅速

に対応すること。 

16 制服及び名札の着用 

駅構内等における安全確保の観点から、受託者は、清掃作業員であることが明らかにする

ため、業務従事者に受託者の会社名の付した制服を着用させるとともに胸部に名札を付け

させること。 









2 基 本 的 方 向

札幌市環境局

　札幌市役所は、地球環境への負荷を継続的に低減するため、エネルギー使用量及び温室効果ガス排出量
の削減など、環境配慮取組の推進に努めてきました。　

　近年、気象災害をはじめとした気候変動の影響が深刻化する中、脱炭素社会の構築に向けて、気候変動
対策は大きな転換期を迎えています。　

　札幌市においても、地球の平均気温の上昇を1.5℃に抑える努力を追求するというパリ協定の目的を踏ま
えて、2050年の目標に「温室効果ガス排出量を実質ゼロにする（ゼロカーボン）」を設定するとともに、
2030年についても高い目標を掲げて温室効果ガスの排出量の削減に取り組んでいくこととしました。　

　札幌市役所は、市域の温室効果ガスの約６%を排出する市内最大級の事業者であり、自ら排出量の削減に
率先して取り組む姿を市民・事業者へ示していくことが必要です。　

　そのため、徹底した省エネルギー対策を進め、そのうえでどうしても必要なエネルギーは再生可能エネル
ギーへと転換していくことを基本的な方向として、環境マネジメントシステムによる継続的改善を図り、札幌
市役所の事務事業に伴うエネルギー使用量及び温室効果ガス排出量を着実に削減していきます。　

　また、国連「持続可能な開発目標（SDGs）」の視点を踏まえ、環境配慮取組を推進することで、温室効果
ガス排出量の削減のみにとどまらず、経済、社会分野の統合的解決を目指すとともに、市民・事業者・行政
が協働し、一体となって脱炭素社会に向けて取り組むことで、「心豊かにいつまでも安心して暮らせるゼロ
カーボン都市『環境首都・SAPP‿RO』」の実現を目指してまいります。

　全ての部局は、所管する事務事業について、環境に関する法令を遵守することはもとより、SDGsの視点も
踏まえながら環境配慮取組を推進し、脱炭素社会の実現に向けて、以下の項目に重点的に取り組みます。

　この環境方針による環境活動の成果は、市民に公表するとともに、市民からの意見を市政運営に反映させて
いきます。

令和３年4月1日

環 境 方 針

１　徹底した省エネルギー対策を進めます。
２　再生可能エネルギーの導入を拡大します。
３　移動における脱炭素化を進めます。
４　廃棄物の発生・排出を抑制し、省資源・資源循環を推進します。
５　環境負荷の少ない製品やサービスを利用します。
６　事務事業のみならず、公共工事・委託業務における環境負荷を低減します。
７　環境問題に関する啓発・教育活動を推進します。

1 基 本 理 念
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